
令和８年度 越前町地域活性化活動支援事業 要項 

 

 

１ 事業の目的 

一般社団法人越前町観光連盟（以下「連盟」という）に正会員として加盟している事業者が主体

となって行う取組に対して越前町地域活性化支援金（以下「支援金」という）を支援することで、

地域のにぎわいづくりと持続可能な地域産業につなげることを目的とする。 

 

２ 支援の対象者・内容・支援額 

項目 内容 

支援対象事業者 

連盟に加盟する事業者（正会員）３者以上で構成するグループ 

 
※構成員の過半数以上が連盟に加盟していること 

※新規応募の事業者を優先して採択する 

対象事業 

・新規顧客の獲得に繋がると認められる新たに展開する事業 

・継続して実施することで地域の活性化に繋がると認められる事業 
※同一内容とみなされる事業の採択は原則最長３年までとする 

※4 年目以降の事業で採択を希望する場合は要相談 

条件 

・越前町内で実施される活動であること。 

・実施しようとする事業内容が、実現可能な事業であること。 

・地域の産業連携を通じて観光消費拡大を図る取組であること。 

・本事業終了以降、継続的に実施また効果が継続できる取組であること。 

対象経費 

 (1) 消耗品費 

 (2) 印刷製本費 

  (3) 広告宣伝費 

  (4) 外注委託費 

 (5) 支払報酬料 

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施に当たり合理的に必要と認める経費 

 
※パソコンやタブレット端末など、多目的に活用できる汎用性の高い 

備品等の購入は対象外 

支援額 
最大５０万円（支援率１／２以内） 
※4 年目以降は最大３０万円（支援率１／２以内） 

申請期間 
２０２６年６月３０日まで 
※ 審査は随時実施し、予算に達し次第募集を終了します。 

実施対象期間 交付承認日から２０２７年３月２５日までに完了する事業 

備考 

・同一グループによる複数申請は認めないものとする。 

・複数の施設を運営している場合は、母体となる事業者を１事業者とみなす。 

・同一の事業内容について、町から補助金を受けていない事業であること。 

・すでに開始（告知や募集等を含む）されている事業ではないこと。 

・同一内容とみなされる事業の採択期間は、原則最長３年とする。 

４年目以降の継続希望の場合は、支援額の変更や内容の更新を条件とする 



 

３ 申請手続き 

（１．申請） 

申請者は、「交付申請書（様式１）」に必要な書類を添えて、申請期限までに提出。 

（２．交付決定） 

 連盟は、申請内容を審査の上、交付決定後、「越前町地域活性化活動支援事業承認書」を申請者へ

通知する。 

（３．実績報告書の提出） 

 申請者は、「実績報告書（様式２）」および「請求書（様式３）」を事業完了後１カ月以内に提出。 

（４．支援額の確定および支払い） 

 連盟は、実績報告の内容を審査し適正と認められる場合、受理後 1 か月以内に指定の口座に振り

込みを行う。 

 

４ 様式 

・様式１ 越前町地域活性化支援事業 交付申請書 

（添付書類１：事業計画書／添付書類２：収支計画書／添付書類３：構成員名簿） 

・様式２ 越前町地域活性化支援事業 実績報告書 

（添付種類１：実績報告書／添付種類２：決算書） 

（事業の実施内容がわかる写真等／経費の支払いを証する書類の写し） 

・様式３ 越前町地域活性化支援事業 請求書 

・様式４ 越前町地域活性化支援事業 中止申請書 

 

５ 注意事項 

・支援金には上限があるため、予算に達し次第募集を終了する。 

・実績報告は、必ず事業完了後 1 か月後以内に連盟に提出しなければならない。 

・支援金交付決定を受けた補助対象者（代表申請者）は、補助事業の内容若しくは経費の配分を変

更しようとするときは、速やかに連絡すること。 

・変更の連絡を故意に怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、支援金の減額または支援決

定の取り消しを行うことがある。 

・申請書（様式１）を受理後、事情により申請を取り消す場合は、速やかに中止申請書（様式４）

を提出すること。 

・この要項に定めのない事項については、申請者と連盟が協議して定める。 

 

６ 提出・問い合わせ先 

 一般社団法人越前町観光連盟 

 住所：〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨 71-335-1 

 電話：0778-37-1234 FAX：0778-37-1805 

 Mail：contact@town-echizen.jp 


